
５月から外国人住民の住民票の作成準備がスタートします。 
 

 

○ 住民基本台帳法が改正され、本年７月９日から、外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。 

  これにより、外国人住民にも市区町村において「住民票」が作成されます。 

○ この準備のため、市区町村では、本年５月から、順次、住民票に記載されることとなる内容について、

対象となる外国人本人へ通知し、確認していただくこととしています。 

○ 確認された内容は、市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日（７月９日）から

住民票となります。 

 

   

  ○ 総務省コールセンター（多言語電話相談窓口）のご案内 

   １）電話番号   ０５７０－０６６－６３０（ナビダイヤル） 
            ０３－６３０１－１３３７（IP電話、PHSからの通話の場合） 
   ２）受付時間   ８：３０～１７：３０ 
   ３）開設期間   平成２４年４月２日から平成２５年３月２９日まで（土日祝日、年末年始を除く。） 
   ４）対応言語   日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の６言語 
 

    外国人住民に係る住民基本台帳制度に関するお問い合わせに対応いたします。 

 

 

 

【外国人住民の方へのご案内】 
○ 本年５月から、順次、住民票に記載されることとなる内容が通知されます。 

  内容を確認の上、誤りがあれば、お住まいの市区町村へご連絡願います。 

  （誤りがなければ、ご連絡の必要はありません。） 

  なお、通知が届かない方は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。 

○ 施行日直前の入国や引っ越しなどのため、お住まいの市区町村で「仮住民票」の作成等がされていない

方は、施行日（７月９日）から１４日以内にお住まいの市区町村に届出を行うことが必要です。 
 

 ※ 施行日までは、現在の外国人登録法に基づいた手続が必要です。特に「居住地」、「在留資格」、 

  「在留期間」、「世帯主との続柄」等は、変更申請漏れなどがないようご注意ください。 
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